
第３次北海道後期高齢者医療広域連合広域計画の事業報告について 

（令和４年度実施分） 

（はじめに） 

 北海道後期高齢者医療広域連合（以下、「広域連合」という。）においては、後期高齢者医療

制度の事務を総合的かつ計画的に行うために広域計画を作成しています。 

現在は、第３次広域計画の期間中(平成 30年度から令和５年度)であり、「市町村と連携しな

がら、安定的かつ円滑な制度の運営に努める」という基本的考え方のもと、次の５つの施策の

方針を定め、被保険者の皆様が安心して医療を受けることができるよう取り組んでいます。 

１ 医療費の適正化の推進 

２ 高齢者保健事業の充実 

３ 安定的な事業運営の推進 

４ 市町村との連携強化による被保険者等の利便性の向上 

５ 住民への制度の周知 

 これらの施策に関して取り組んできた事業について、令和４年度の実績及び効果等を整理し、

報告します。 

なお、    は、第３次広域計画「第４ 施策の方針」で記載されている取組内容です。 

【参考資料】



１ 医療費の適正化の推進 

   

（１）広域連合は、レセプト点検により、過誤請求の是正や第三者行為に係る求償事務を進

めるとともに、不正・不当利得の返還事務処理を実施し、適正な医療給付に努めます。 

  

ア レセプト点検の実施 

保険医療機関等からの診療報酬の請求はレセプトにより行われます。各保険医療機関等

から審査支払機関（北海道国民健康保険団体連合会）に提出されたレセプトは、審査を経

て本広域連合に到着します。さらに、適正な医療給付を行うため、請求内容の点検を行い、

過誤がある場合は、審査支払機関に対して過誤調整及び再審査を依頼します。 

なお、二次点検は、令和２年度から点検対象を拡大して実施しています。 

 

○ レセプト一次点検 

年度 

Ⅰ 基礎データ Ⅱ 一般過誤（資格に関するもの） 

被保険者

数 a 

医療費 

(百万円)b 

レセプト枚数 

c 

過誤(単位：％、百万円) 1 人当たり効

果額(円)e/a 枚数 d 割合 d/c 金額 e 割合e/b 

H30 年度 822,994 812,168 23,301,573 56,817 0.24 4,962 0.61 6,029 

R1 年度 832,235 837,230 23,755,787 61,145 0.26 5,108 0.61 6,138 

R2 年度 836,375 807,699 22,307,171 51,857 0.23 4,670 0.58 5,584 

R3 年度 852,669 825,485 22,806,020 52,427 0.23 5,312 0.64 6,230 

R4 年度 874,173 848,191 23,501,485 71,090 0.30 5,901 0.70 6,750 

 

 ○ レセプト二次点検 

年度 

Ⅲ 再審査過誤（請求点数等に関するもの） 

レセプト枚数 

f 

過誤(単位：％、百万円) 1 人当たり効 

果額(円)h/a 枚数 g 割合 g/f 金額 h 割合 h/b 

H30 年度 14,509,555 32,821 0.23 231 0.03 281 

R1 年度 14,675,541 42,290 0.29 421 0.05 506 

R2 年度 21,919,270 188,287 0.86 813 0.10 972 

R3 年度 20,476,414 197,652 0.97 739 0.09 867 

R4 年度 20,992,427 182,528 0.87 763 0.09 873 

 

 ○ 合計 

年度 

Ⅳ 合計 点検費用 

レセプト枚数 

i 

過誤(単位：％、百万円) 1 人当たり効

果額(円)k/a 

(百万円) 

l 

1 人当たり点検

費用(円)l/a 枚数 j 割合 j/i 金額 k 割合 k/b 

H30 年度 23,301,573 89,638 0.38 5,193 0.64 6,310 62 75 

R1 年度 23,755,787 103,331 0.43 5,529 0.66 6,644 28 34 

R2 年度 22,307,171 240,144 1.08 5,483 0.68 6,556 33 39 

R3 年度 22,806,020 250,079 1.10 6,051 0.73 7,097 33 39 

R4 年度 23,501,485 253,618 1.08 6,664 0.79 7,623 33 38 
  



 

 〔効果等〕 

被保険者数の増加に伴い点検枚数も増加しておりますが、点検強化により、１人当たり

効果額は増加傾向にあり、医療費の適正化に一定の効果が認められます。 

 

イ 不正・不当利得等への対応 

   不正利得とは、故意に他人の被保険者証を使用して保険医療機関等で受診した場合や、

保険医療機関等が不正行為によって医療給付を受けた場合をいいます。不当利得とは、道

外転出等で被保険者資格を喪失した後に医療を受けた場合や本来の負担割合と異なる割

合での医療給付を受けた場合、労働者災害補償保険法上の医療給付認定がされたものにつ

いて、既に後期高齢者医療保険で医療を受けた場合をいいます。また、保険医療機関が診

療（調剤）報酬点数を誤って多く請求した場合等も不当利得になります。不正・不当に受

けた医療給付額は返還させることになります。 

不正・不当利得に係る返還金の実績は次のとおりです。 

 

○ 不正・不当利得の発生状況 

年度 
不正利得 不当利得 合計 

件数 金額(千円) 件数 金額(千円) 件数 金額(千円) 

H30 年度 1 8 395 123,599 396 123,607 

R1 年度 2 5,277 1,232 167,704 1,234 172,981 

R2 年度 2 5,867 1,010 94,524 1,012 100,391 

R3 年度 4 945 1,075 70,654 1,079 71,599 

R4 年度 1 5,094 1,361 124,566 1,362 129,660 

 

 〔効果等〕 

不正・不当利得に係る金額は年度により増減はあるものの、当広域連合においては債権

について適切に管理し、その回収に努め、医療費の適正化を図っています。 

 

ウ 第三者行為の求償 

交通事故や他人から暴力を受けて負傷する等、第三者からの行為によって保険医療機関

等で治療を受けた場合、その費用は起因者（加害者）が負担することになります。 

よって、上記原因により保険医療機関に被保険者が後期高齢者医療保険証を使用して受

診した場合、広域連合は保険者として、起因者に対して当該医療給付相当額について損害

賠償を請求することになります。 

レセプトデータから第三者行為によるものを抽出し、制度上届出義務があるが届出して

いない被保険者（被害者）等がいる場合は当該届出を勧奨する等適切な処理を行っていま

す。 

第三者行為の求償の実績は次のとおりです。 

 

 



○ 第三者行為の求償状況 

年度 
交通事故 その他 合計 

件数 金額(千円) 件数 金額(千円) 件数 金額(千円) 

H30 年度 394 463,367 15 12,698 409 476,065 

R1 年度 499 698,743 10 15,079 509 713,822 

R2 年度 478 644,816 25 16,842 503 661,658 

R3 年度 413 481,761 20 19,363 433 501,124 

R4 年度 369 413,118 19 15,566 388 428,684 

        

 〔効果等〕 

第三者行為求償事務について、該当レセプトの点検、事故内容の把握や求償額の精査を含

む求償事務及び求償額徴収のために医療給付専門員を配置の上、所要の事務を北海道国民健

康保険団体連合会へ委託して行っております。 

第三者行為を起因として発生する求償額は、年度により増減はありますが、当広域連合に

おいては継続して求償事務に努めており、医療費の適正化に一定の効果が認められます。 

 

（２） 広域連合は、被保険者の健康管理の意識を高めるため､医療費通知を実施するととも

に、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進のため､後発医薬品に切り替えるこ

とにより自己負担額の軽減が見込まれる被保険者を対象に利用差額通知等を実施しま

す。 

 

ア 医療費通知 

被保険者一人一人が自身の健康管理に十分心がけるとともに、総額でどのくらいの医療

費がかかったか、保険診療の内容を認識することが大切です。広域連合では、平成 27 年

度までは希望者のみに医療費を通知していましたが、平成 28 年度からは年２回（令和２

年度以降は１月と２月）、全受診者に送付しており、問合せについては、コールセンター

を開設し対応しております。 

なお、平成 30 年１月から｢医療費控除申告簡素化のための医療費通知｣が活用されてい

ます。 

 

○ 医療費通知の発送状況 

年度 
発送 

回数 
件数 

事業費(郵便料含む) 

 

コールセンターの開設 

(千円) 
1 件当たり

(円) 
年度 期間 

委託料 

（千円） 

H30 年度 2 1,722,409 111,722 65 H30 年度 Ｈ30.10.1～Ｈ31.3.13 1,095 

R1 年度 2 1,756,338 116,786 66   R1 年度 Ｒ1.9.30～Ｒ2.3.11 1,166 

R2 年度 2 1,819,171 122,731 67 R2 年度 Ｒ3.1.8～Ｒ3.3.12 1,928 

R3 年度 2 1,836,900 123,745 67 R3 年度 Ｒ4.1.7～Ｒ4.3.14 1,928 

R4 年度 2 1,882,914 124,452 66 R4 年度 Ｒ5.1.10～Ｒ5.3.14 1,408 

  

 〔効果等〕 

医療費通知の効果については、定量的に示すことは困難ですが、一定期間の医療費をお



知らせすることで、自己の健康や関心、後期高齢者医療制度に対する認識を深めていただ

くととともに、医療費通知を被保険者に届く広報媒体として活用し、様々な健康等に関す

る情報を提供することで、医療費の適正化につながるものと考えています。 

また、医療費控除申告の簡素化のために利用できることになり、必要性は高まっていま

す。 

 

イ ジェネリック（後発）医薬品の普及・使用促進 

①  差額通知の発送 

被保険者に後発医薬品へ切り替えた場合の自己負担額の差額を通知し、後発医薬品がよ

り安価であることをお知らせし、被保険者及び保険者の医療負担分の軽減を図っていま

す。広域連合では、後発医薬品に切り替えた場合に、差額が発生する可能性のある医薬品

を処方された方に対して、毎年７月に発送しています（令和４年度は、被保険者１人当た

りの差額の合計が 100円以上になる方が対象）。 

また、厚生労働省では後発医薬品の品質及び安定供給の信頼性確保を図りつつ、令和５

年度末までに全ての都道府県で 80％以上とする目標が定められています（令和４年度

80.5％、北海道広域連合調査）。 

 

○ ジェネリック（後発）医薬品差額通知の発送状況 

年度 通知人数 切替人数 
切替率 

（％） 

軽減効果額/月 

（千円） 

軽減効果額/人

（1 ヶ月あたり） 

（円） 

事業費(郵便含む) 

(千円) 
1 件当た

り(円) 

H30 年度 58,821 11,764 20.0 17,850 303 3,650 62 

R1 年度 68,130 11,752 17.2 14,779 217 4,911 72 

R2 年度 60,138 10,167 16.9 13,041 217 4,467 74 

R3 年度 59,167 7,731 13.0 7,265 123 4,551 76 

R4 年度 58,312 10,370 17.8 8,524 146 4,626 79 

※郵便料金は H29 年６月１日に 52 円から 62 円に、R1 年 10 月 1 日には 63 円に改定されました。 

（１件あたり郵便料金は割引サービス適用で計算しています） 

 

② ジェネリック医療品希望カードの配付 

市区町村窓口や集会施設、後期高齢者のイベント等市区町村の実情に応じた形で備え付

け、希望する被保険者に配付することを目的に平成 22 年度に作成しています。これを毎

年増刷し、希望する市区町村に配付しています。（令和４年度は 8,000部、176 千円） 

 

〔効果等〕 

置き換え率は、全国平均を下回っているものの増加傾向を保っています。 

ジェネリック医薬品差額通知による、医薬品軽減効果額は年度により異なっています

が、１人当たり 200円から 400円程度となっており、医療費の適正化に一定の効果が認め

られます。 

 

 



（３）広域連合は、ポスター等を活用して、柔道整復・マッサージ等の適正受診を図るため

保険適用の施術に関する普及啓発とともに、これら療養費の適正な支給に努めます。 

 

ア 柔道整復・マッサージ等の適正受診 

柔道整復、はり・きゅう及びあんま・マッサージについては、医療機関に入院中の被保

険者に対し施術を行った場合、療養費の支給は認められないため、入院中に行われた施術

の有無を点検項目とし、点検の結果、不当と判断される請求については施術機関へ過誤返

戻を行っています。 

また、柔道整復において施術が長期継続かつ頻回傾向にある患者に対し、施術の実態に

ついて患者調査を実施しており、疑義が生じた申請書については施術所への内容を確認

し、状況に応じ過誤返戻を行っています。 

  

○ 柔道整復・マッサージ等の二次点検による返戻金の状況 

年 度 点検件数 返戻件数 返戻額（千円） 

H30 年度 3,965 37 358 

R1 年度 6,431 51 1,064 

R2 年度 11,730 102 2,590 

R3 年度 11,069 113 3,160 

R4 年度 11,243 115 3,176 

※平成 30 年度は年４回、令和元年度は年６回、令和２年度以降は毎月点検 

 

 〔効果等〕 

点検を行うことにより、過誤返戻が生じていることから、医療費の適正化に一定の効果

が認められます。 

 

（４） 広域連合と市町村は、レセプト情報等を活用し、重複・頻回受診者等に対して、連携

して適正受診のための訪問指導等を実施します。 

 

ア 重複・頻回受診者対策事業 

平成 25 年度から市町村への委託の方法によって、同一疾病で医療機関に重複受診や頻

回受診をしている被保険者に対して、保健師等が自宅を訪問し、必要な保健指導を行うこ

とで、適正受診の促進を図っています。 

令和２年度から高齢者保健事業と介護予防等との一体的な実施が始まったことから、実

績としては、一体的実施を行っていない市町村のみ計上しております。 

一体的実施の取組にも重複・頻回受診者対策事業が含まれることとなりましたので、そ

の実施状況は、後述の「４ 市町村との連携強化による被保険者等の利便性の向上 （４）」

の取組を参照願います。 

 

 

 



○ 重複・頻回受診者への訪問状況 

年度 市町村数 
訪問実績（人） 委託料 

(円) 

 

 

【委託料の内訳】 

・保健師等人件費 

 訪問指導 1 件当たり 5,820 円を上限 

・訪問する場合の経費 

訪問指導 1 件当たり 4,000円を上限 

・その他対象者選定作業や事業に係る事務 

打合せ等に要する経費 

重複 頻回 

H30 年度 24 0 50 588,080 

R1 年度 38 127 42 1,491,020 

R2 年度 4 4 3 74,237 

R3 年度 3 11 0 64,484 

R4 年度 2 3 9 79,604 

  

（５） 広域連合と市町村は、連携を図りながら、広報誌等を活用した後発医薬品の使用促

進や適正受診に関する広報事業等の実施に努めます。 

  

ア 市町村広報誌用の原稿提供 

  後発医薬品使用促進や適正受診の普及啓発等について、広報誌で利用可能な原稿を市町

村に提供しました。 

 

○ 市町村に原稿提供した内容 

令和４年度保険料確定、納付 医療費通知 

保険料納付方法・口座振替勧奨 高額介護合算療養費 

ジェネリック医薬品使用促進 第三者行為求償 

適正受診普及啓発 障害認定 

被保険者証の一斉更新・障害認定 健康診査・歯科健康診査受診勧奨 

限度額適用・標準負担額減額認定証、 

限度額適用認定証の更新 

柔道整復とはり・きゅう・あんま・マッサージ 

 

コロナ減免 傷病手当金 

その他、健康づくりに関する各種内容 窓口負担割合の見直し 

 

  



２ 高齢者保健事業の充実 

 

（１） 広域連合は、第２期保健事業実施計画に基づき、生活習慣病の重症化予防、口腔機能

の低下防止、心身機能の低下防止等を目的として保健事業を推進します。 

 

ア 健康診査 

健康診査は、生活習慣病等の発見の遅れや重症化を防ぐとともに、被保険者が自らの健

康状態を確認することにより、適切な療養の維持、ＱＯＬの確保や介護予防につなげるこ

とを目的に、道内全 179市町村に事業を委託し、実施しています。 

 

○ 健康診査の受診率等の状況 

年 度 対象者数Ａ 

受診者数 受診率 
委託料 

(千円) B 
B の前年度

伸び率 

北海道 

（Ｂ/Ａ） 
全 国 

H30 年度 744,484 人 105,978 人 4.70% 14.24% 29.40% 802,795 

R1 年度 758,468 人 105,712 人 -0.25% 13.94% 28.50% 810,729 

R2 年度 767,716 人 88,465 人 -16.32% 11.52% 25.80% 708,099 

R3 年度 768,867 人 98,014 人 10.79% 12.75% 26.50% 784,159 

R4 年度 773,318 人 107,352 人 9.53% 13.88% - 863,450 

※国の数値は、「全国高齢者医療主管課（部）長及び国民健康保険主管課（部）長並びに後期高齢者医療広域連

合事務局長会議」の資料より。令和３年度は速報値。令和４年度全国受診率は資料なし（R5.7.25 時点）。 

 

【委託の概要 北海道後期高齢者医療広域連合高齢者保健事業実施要領】 

（費用の徴収） 
第 12 条 健診受託市町村は、健診費用におおむね自己負担割合以内の割合を乗じて定めた額

を健診受診者から徴収するものとする。 
（委託料の算出方法） 
第 15 条  健診に係る委託料は、次に掲げる額を合算して得た額とする。 

（1） 健診費本体分 
健診費用から健診自己負担額又は健診費用に自己負担割合を乗じて得た額（当該額に

50 円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50 円以上 100 円未満の端数があるとき
は、これを 100 円に切り上げるものとする。）のいずかれか大きい方の額を控除して得た
額に、健診受診者数を乗じて得た額。 

（2） 事務費分 
別表 2 に定める事務費基本分と事務費加算分を合算した額。 
 

別表 2（第 15 条関係） 
 

後期高齢者健康診査委託料（事務費分）算定表 

 

 

 

区 分 算定基礎 

事務費基本分 ４月１日における健診受託市町村の被保険者数×100 円 

事務費加算分 健診受託市町村が実施した健診受診者数×200 円 

    

また、第２期保健事業実施計画において、健康診査受診率目標を 15％とし、受診率

向上に努めています。 

 



〔効果等〕 

受診率は２年連続前年度を上回り、新型コロナウイルス感染症の影響等を受ける前の受

診率（15％目前）の水準までは戻りつつあります。 

今後も引き続き受診率向上に向けた取組が必要になっています。 

 

イ 歯科健康診査 

歯科健康診査は、口腔機能の低下や肺炎等の疾病の予防、歯周疾患の早期発見により適

切な医療へとつなげ、生活の質の低下を防ぐことを目的に、平成 28 年度から市町村に委

託する方法により、実施しています。 

 

○ 歯科健康診査の受診率等の状況 

年 度 市町村数 
対象者数

（Ａ） 

受診者数 受診率 委託料 

(千円) （B） （B）の前年度比伸び率 （Ｂ/Ａ） 

H30 年度 37 399,222 人 4,280 人 9.13% 1.07% 19,473 

 R1 年度 50 437,689 人 4,720 人 10.28% 1.08% 22,762 

 R2 年度 60 462,637 人 4,637 人 -1.76% 1.00% 45,887 

R3 年度 78 507,401 人 7,046 人 51.95% 1.39% 60,931 

R4 年度 79 514,412 人 9,192 人 30.46% 1.79% 77,420 

   

【委託の概要 北海道後期高齢者医療広域連合高齢者保健事業実施要領】 

（費用の徴収） 
第 29 条 歯科健診受託市町村は、歯科健診費用におおむね自己負担割合以内の割合を乗じて定

めた額を歯科健診受診者から徴収するものとする。 
（委託料の算出方法） 
第 32 条 歯科健診に係る委託料は、次に掲げる額を合算して得た額とする。 

(1) 歯科健診費本体分 
歯科健診費用から、歯科健診自己負担額又は歯科健診費用に自己負担割合を乗じて得た額

（当該額に 50 円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50 円以上 100 円未満の端数が
あるときは、これを 100 円に切り上げるものとする。）のいずれか大きい方の額を控除して
得た額と別表４に定める基準単価のいずれか小さい方の額に、歯科健診受診者数を乗じて得
た額。 

(2) 事務費分 

別表５に定める事務費基本分と事務費加算分を合算した額。 

 

別表４（第 32 条関係） 

 

後期高齢者歯科健康診査委託料（歯科健診費本体分）基準単価 

 
 

実施内容 基準単価 

口腔機能の評価を実施しない場合 4,070 円  

口腔機能の評価を実施する場合 6,840 円  



別表５（第 32 条関係） 

 

後期高齢者歯科健康診査委託料（事務費分）算定表 

 

 

 

 

 

 

区分 算定基礎 

事業費基本分 

４月１日における歯科健診受託市町村の被保険者数×50 円 

※ 第２３条第１項ただし書きの規定により、歯科健診の対象者を特定

の年齢に該当する被保険者のみとした場合には、４月１日における当該

年齢の被保険者数によるものとする。 

事業費加算分 歯科健診受託市町村が実施した歯科健診受診者数×200 円 

 

  〔効果等〕 

受託市町村数は増加傾向にありますが、引き続き受託市町村数の増加に向けた取組が必

要になっています。 

 

ウ 重症化予防等推進事業 

平成 30 年度から市町村に委託する方法により、在宅高齢者に対する専門職による既存

の拠点を活用した相談や訪問相談・指導等を実施し、被保険者の生活習慣病の重症化予防

や心身機能の維持を図っています。 

令和２年度から高齢者保健事業と介護予防等との一体的な実施が始まったことから、実

績としては、一体的実施を行っていない市町村のみ計上しております。 

一体的実施の取組にも重症化予防等推進事業が含まれることとなりましたので、その実

施状況は、後述の「４ 市町村との連携強化による被保険者等の利便性の向上 （４）」

の取組を参照願います。 

 

○ 令和４年度の指導状況 

事業内容 市町村数 指導実績(人) 委託料(円) 

生活習慣病 

重症化予防 
4 63 260,240 

訪問歯科健診 0 0 0 

計 4 63 260,240 

 

 

 

 

（２） 広域連合は、データ分析（疾病、医療費など）を行い、適切に活用します。 

 

ア データヘルス計画の推進 

   平成 30 年度～令和 5 年度を計画期間とする第 2期データヘルス計画の推進にあたり、

国保データベース（KDB）システムを活用して、医療費等の分析、個別保健事業の年度評

価等を行いました。（データヘルス計画の推進支援及びデータ出力業務 40,766千円） 

 

【委託料の内訳】 

・医師、歯科医師人件費：14,040 円 

・保健師等人件費   ： 5,820 円 

・訪問する場合の経費 ： 4,000 円 

(以上、いずれも訪問指導 1 件当たりの

上限額) 

・その他、対象者選定作業や事業に係る 

事務打合せ等に要する経費要する経費 

 



（３） 広域連合は、市町村及び関係機関と、高齢者保健事業の効果的・効率的な取組のた

め連携を強化します。 

（４） 広域連合と市町村は、医療費分析の結果等を参考にしながら、健康診査事業や歯科

健康診査事業等の効果的な実施に努めるとともに、被保険者の健康意識の向上のため、疾

病予防等に関する啓発や健康教育の実施、健康情報等の提供に努めます。 

 

ア 長寿・健康増進事業 

被保険者の健康づくりのため積極的に健康増進事業に取り組む市町村に対し、事業に必

要な経費を補助しています。 

長寿・健康増進事業の補助実績は次のとおりです。 

 
○ 長寿・健康増進事業の補助実績 

区分 
H30 年度 R1 年度 

延市町村数 補助金額(千円) 延市町村数 補助金額(千円) 

健康診査事業（追加項目費用助成事業） 9 1,336 31 4,466 

健康教育・健康相談事業 15 1,954 23 9,021 

後期高齢者健康診査検討会 0 1,018 0 0 

専門職による相談・訪問指導 0 0 0 0 

運動健康施設の利用助成 9 4,510 11 3,243 

保養施設の利用助成 60 62,742 61 44,659 

社会参加活動等の運営費助成 15 1,700 13 868 

人間ドック等の費用助成事業 50 70,916 - - 

その他、被保険者の健康増進事業 25 6,661 - - 

計 183 150,837 54 75,484 

 

区分 
R2 年度 

延市町村数 補助金額(千円) 

健康診査事業（追加項目費用助成事業） 46 4,904 

健康教育・健康相談事業 18 7,699 

後期高齢者健康診査検討会 0 0 

専門職による相談・訪問指導 0 0 

運動健康施設の利用助成 0 0 

保養施設の利用助成 0 0 

社会参加活動等の運営費 0 0 

保健事業に係る市町村との連絡・調整 0 4,022 

事業評価のための研究分析等の取組 0 40,766 

人間ドック等の費用助成事業 50 64,747 

医療資源が限られた地域の保健事業 1 2,862 

その他、被保険者の健康増進事業 30 4,344 

計 215 139,806 

 
 
 



区分 
R3 年度 R4 年度 

延市町村数 補助金額(千円) 延市町村数 補助金額(千円) 

事業評価のための研究分析等の取組（※） 0 37,405 0 37,397 

保健事業に係る市町村との連絡・調整（※） 0 2,519 0 2,354 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の
推進 

0 0 0 0 

保険者協議会との共同実施等の取組 0 0 0 0 

保健事業実施計画の中間評価等の実施 0 0 0 0 

健康診査事業（追加項目費用助成事業） 46 4,925 46 5,424 

健康教育・健康相談事業 16 7,242 17 11,377 

医療資源が限られた地域の保健事業 4 5,983 5 7,241 

その他、被保険者の健康増進事業 24 2,555 29 3,123 

計 90 60,629 97 66,916 

 （※）広域連合実施事業分 
 

【補助制度の概要 長寿・健康増進事業特別対策補助金交付要綱を一部改変】 

 （交付の対象） 
第 3 条 補助金の交付の対象は、後期高齢者医療の被保険者（以下「被保険者」という。）の健康づ
くりのために市町村が取り組む次に掲げる事業に要する経費とする。 
(1) 健康診査 
(2) 健康教育・健康相談等 
(3) 医療資源が限られた地域の保健事業 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、被保険者の健康増進のために必要と認められる事業 
 （実施期間） 
第 4 条 事業の実施期間は、毎年度、市町村において定めるものとする。 
 （補助金の交付額） 
第 5 条 市町村に対する補助金の交付額の算定方法は、別表のとおりとする。 
 
別表（第 5条関係） 
【補助基準額の算定方法】 
  事業実施年度の 4月 1日現在の被保険者数に応じて次表の補助基準額によるものとする。 
  ただし、現に要した費用額が補助基準額に満たない場合は、現額とする。 

なお、次表の補助基準額については、道内全ての市町村が実施した場合の基準額（最低保障
額）であり、実施市町村数や対象事業の総額によっては、これに上乗せし、交付する場合もあ
る。 

 
被保険者数 補助基準額 被保険者数 補助基準額 
1千人未満 500千円 5万人未満 2,500千円 
3千人未満 800千円 10万人未満 4,000千円 
5千人未満 1,000千円 10万人以上 5,000千円 
1万人未満 1,500千円 

 
 

 

   

イ 健康増進啓発支援事業 

健康保持、疾病予防等に関する啓発、健康情報等を提供し、広く被保険者の健康保持増

進を支援しています。 

 

 

 

 

 



○ 健康増進啓発支援事業の実績 

年度 事業内容 事業費 

H30 出前講座 1 村、リーフレット「どさんこ健康ガイド」・健康情報チラシ作成 239 千円 

R1 リーフレット「どさんこ健康ガイド」・健康教育用の教材作成 551 千円 

R2 リーフレット「どさんこ健康ガイド」・健康教育用の教材配布   0 円 

R3 リーフレット「どさんこ健康ガイド」・健康教育用の教材配付   0 円 

R4 リーフレット「どさんこ健康ガイド」・健康教育用の教材配付   0 円 

    

 〔効果等〕 

健康づくりに関する情報をまとめたリーフレット、健康教育用の教材をホームページへ

掲載するとともに市町村からの求めに応じて配布しました。 

行政関係者や医療・介護関係団体等の方が、被保険者向けの説明会等を開催し、効果的

に活用いただいております。 

なお、リーフレット等は充分な余部があったため事業費は０円となっております。 

 

ウ 保健事業推進強化対策事業 

保健事業の取組みの目的や必要性の理解促進、市町村や関係機関との連携強化を図るた

め、市町村、道総合振興局（振興局）、医療・介護関係団体の職員等（事務職・専門職）

を対象に高齢者保健事業推進研修を開催しています。 

令和３年度から、新型コロナウイルス感染症の拡大防止や市町村の要望を踏まえて、リ

モート形式で開催しています。 

 

○ 高齢者保健事業推進研修の開催状況 

年度 開催日 参加者数（人） 会場 

R1 
R1.7.21（日） 21 

計  62 ホテルサンシティー函館 
R1.7.22（月） 41 

R2 
R2.8.30（日） 38 

計 104 道新ホール（北海道新聞社帯広支社） 
R2.8.31（月） 66 

R3 R3.8.17（火） 
研修動画
視聴回数 

計 485 リモート形式で開催 

R4 R4.8.23（火） 

当日参加   231 広域連合ホームページ 

研修動画
視聴回数 

計 128 
リモート形式で開催 

（後日、研修動画を広域連合ホームページに掲載） 

 

 

  



３ 安定的な事業運営の推進 

 

（１） 広域連合は、医療費の動向を注視するとともに、国や道の支援制度を適切に活用す

るなどして必要な医療費財源の確保を図り、健全な保険財政運営に努めます。 

（２） 広域連合は、法令に基づきおおむね２年を通じて財政の均衡を保つことができるよ

う保険料率を定めます。 

 

ア 健全な保険財政運営 

   後期高齢者医療制度は、２年を一期とした財政運営を行っており、都道府県ごとに費用

と収入を見込み、必要となる保険料率を算定しています。 

 

① 保険料率算定における費用と収入見込み額等 

区    分 H28・29 年度 30・31 年度 R2・3 年度 4・5 年度 

費 

用
（
百
万
円
）  

給付費総額 1,636,946 1,681,966 1,749,815 1,858,064 

財政安定化基金拠出金 0 460 665 0 

保健事業に要する経費 1,436 1,656 2,556 3,019 

審査支払手数料 3,172 3,338 3,408 3,553 

葬祭費 2,689 2,787 3,062 3,047 

特別高額医療費共同事業拠出金 480 633 753 1,620 

費用合計 ① 1,644,723 1,690,840 1,760,259 1,869,303 

収 

入
（
百
万
円
） 

国庫負担金 404,322 416,587 434,331 461,449 

調整交付金 145,043 151,062 156,193 165,968 

道負担金 139,364 144,129 150,877 160,701 

市町村負担金 132,479 136,229 141,727 150,373 

後期高齢者交付金 662,170 676,549 699,801 738,059 

その他収入 555 443 643 678 

特別高額医療費共同事業交付金 348 514 630 1,500 

剰余金 19,229 14,360 15,400 23,951 

財政安定化基金交付金 0 1,380 2,157 0 

収入合計 ② 1,503,511 1,541,254 1,601,759 1,702,679 

保険料収納必要額(①－②＝③) 141,212 149,589 158,500 166,624 

予定保険料収納率 99.3％ 99.3％ 99.3％ 99.58％ 

 

② 保険料率の推移 

 H28・29 年度 30・31 年度 R2・3 年度 R4・5 年度 

道 全国平均 道 全国平均 道 全国平均 道 全国平均 

均等割額 49,809 円 45,289 円 50,205 円 45,116 円 52,048 円 46,987 円 51,892 円 47,777 円 

所得割率 10.51％ 9.09％ 10.59％ 8.81％ 10.98％ 9.12％ 10.98％ 9.34％ 

1 人当た 
り年間保 
険料(軽 
減後) 

額 64,241 円 69,424 円 65,655 円 71,492 円 71,794 円 76,764 円 72,167 円 77,663 円 

伸び率 ▲2.24％ ＋2.72％ ＋2.20％ ＋2.98％ ＋9.35％ ＋7.37％ ＋0.29％ ＋1.17％ 

降順 15 位  17 位  16 位  18 位  

※令和 4・5 年度の保険料率は令和 3 年度中に算出し、決定しています。 



〔効果等〕 

保険料率を抑制するため運営安定化基金を活用するなど、保険料率の適正化に努めてい

ます。 

北海道は他の都府県に比べ、1 人当たりの医療費が高く、今後、被保険者の増加ととも

に、必要となる給付費総額は増加することが見込まれます。そのため、制度を安定的に運

営していくために、医療費適正化や保健事業を積極的に推進するとともに、道の財政安定

化基金交付金など財源の確保に努めていく必要があります。 

 

（３） 広域連合は、市町村間において整合性のとれた収納対策が実施されるよう、市町村

支援に努めます。 

（４） 市町村は、安定的な事業運営の根幹となる保険料の賦課が広域連合で適正に行うこ

とができるよう課税情報等を提供するほか、被保険者間の負担の公平が図られるよう保

険料の収納対策に努めます。 

 

ア 保険料の収納状況 

   被保険者は納期限までに保険料を納付する義務がありますが、保険料が未納となった場

合、保険料を支払っている被保険者間の公平性や支援金を負担している現役世代からの理

解を得るといった観点から、道内において整合性のとれた収納対策を実施するため、収納

対策に係る具体的な実施計画である｢北海道後期高齢者医療保険料収納対策実施計画｣を

策定しています。 

道内市町村における収納額等の実績は次のとおりです。 

 

○ 道内市町村の収納等実績 

 H30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

百万円 増減率 百万円 増減率 百万円 増減率 百万円 増減率 百万円 増減率 

調定額 53,915 +4.7% 55,982 +3.8% 59,705 +6.7% 60,717 +1.7% 62,569 +3.1% 

収納額 53,664 +4.7% 55,747 +3.8% 59,520 +6.8% 60,523 +1.7% 62,389 +3.1% 

収入未済額 298  287  251  251  251  

還付未済額 48  52  66  58  71  

居所不明分調定額 1  1  1  1  1  

収納率 99.44 +0.02% 99.48 +0.04% 99.58 +0.10% 99.58 0.00% 99.60 +0.02% 

※収納率の伸び率は対前年度のポイント差 

 

 〔効果等〕 

令和４年度現年全体分収納率は 99.60％と前年度と比べて 0.02 ポイント上昇、現年普

通徴収分収納率は 99.22％と前年度と比べて 0.05 ポイント上昇しており、これは、制度

の安定や市町村の徴収努力等が要因と考えられます。 

広域連合は、収納対策の状況把握や情報提供等を通じて、市町村に対し支援を行ってい

ますが、収納率の更なる向上のためには、市町村間の収納率の格差を縮小することが必要

です。そのため、北海道と連携しながら、引き続き、効果的な収納対策に取り組めるよう

支援していきます。 



（５） 広域連合と市町村は、個人情報に関する保護規定やセキュリティポリシーに則り、

適正な個人情報の保護、管理を行います。 

 

ア 適正な個人情報の保護、管理 

後期高齢者医療事務で使用するシステムについては、従来の端末ログイン ID・パスワー

ドによる認証に加え、国の方針や国民健康保険中央会の仕様に基づき、令和元年度に当広

域連合及び道内市町村の全拠点に指静脈認証装置を設置し、システム利用者の本人確認を

厳格化したところです。 

特定個人情報についても、定められた手順に従って取り扱い、特定個人情報保護評価指

針に沿って確実に手続きを行い、特定個人情報保護評価書を公表するとともに、適切に管

理しています。 

また、広域連合職員に対しては、セキュリティ研修を年１回実施するほか、地方公共団

体情報システム機構が実施しているセキュリティ研修を毎年、e ラーニングで受講してい

ます。 

  



４ 市町村との連携強化による被保険者等の利便性の向上 

   

（１） 広域連合は、市町村からの計画的な職員派遣により安定した事務執行体制を確保す

るため、市町村との緊密な連携を図ります。 

 

ア 職員派遣の状況 

当広域連合は、行政経験を有する道内自治体からの派遣職員と医療保険業務の専門的知

見を有する北海道国民健康保険団体連合会からの派遣職員により業務を運営しています。

市町村等と協議しながら計画的に職員を派遣いただき、安定的な執行体制の確保に努めて

います。 
 

 ○ 職員の派遣元別内訳 

派遣元 H30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

市 27 25 24 24 22 

町村 9 8 5 6 5 

道 2 2 1 0 0 

国保連 2 5 10 10 10 

計 40 40 40 40 37 

  ※国保連：北海道国民健康保険団体連合会 

 

（２） 広域連合は、市町村が被保険者等の事務処理を適正かつ効率的に行うため、後期高

齢者医療広域連合電算処理システム（以下｢電算処理システム｣という。）の適正な運用

及び管理を行い、円滑な住民サービスに努めます。 

 

ア 電算処理システムの運用及び管理 

後期高齢者医療制度の事務を迅速かつ適正に実施し、併せて事務の効率化を図るため、

電算処理システム及びそれと連携する独自システムを導入しています。 

北海道は 179 市町村を抱え、各都道府県の広域連合の中で区域及び構成市町村数が共

に最大であることから電算処理システム経費は多額になる傾向があります。 

電算処理システムの事業費は次のとおりです。 

 

○ 電算処理システムの事業費実績 

年度 
H30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

 増減率  増減率  増減率  増減率  増減率 

事業費（百万円） 1,143 +131.8% 653 ▲42.9% 628 ▲3.8% 628 0.0% 750 +19.4% 

内

訳 

運営経費 453 +22.5% 602 +38.4% 628 +4.3% 625 ▲0.1% 636 +1.8% 

一次経費 708 +413% 51 ▲92.8% 0 ▲100% 3 - 114 +3,700% 

 

 



令和４年度は端末機器更改実施に伴う費用及び令和６年度に実施予定のネットワーク

機器更改に伴う費用、また令和７年度に本格運用する次期標準システムクラウド化対応経

費として、一次経費 114百万円を支出しています。 

  

〔効果等〕 

電算処理システムは、国等で開発・改修しているパッケージシステムとなっており、本

広域連合では、構成市町村に応じて機器類の配置及びネットワーク構築を行い、本広域連

合の概況・運用に応じてカスタマイズを行うとともに、システムの維持・管理を行ってい

ます。 

後期高齢者医療事務において、電算処理システムは必要不可欠なものであり、市町村で

はこれを活用し、適正かつ効率的な事務処理や住民サービスを行っており、十分な効果が

みられます。 

 

（３） 広域連合は、市町村連絡調整会議等を活用し、情報と課題を市町村と共有するなど

市町村との連携の強化に努めます。 

 

 ア 市町村との連携の強化 

   市町村と情報、課題を共有するため、市町村連絡調整会議のほか、北海道後期高齢者医

療広域連合運営検討委員会を開催しました。新型コロナウイルス感染症の影響からすべて

書面やＷＥＢによる開催としています。 

 

○ 市町村連絡調整会議（参集範囲：全市町村担当者） 

月日 会議名 審議事項 

10/27～10/28 第１回市町村連絡調整会議 R5市町村事務費負担金の概算額 等 

2/2～2/3 第２回市町村連絡調整会議 議会議員選挙、R5予算、R5市町村負担金 等 

 

○ 運営検討委員会（参集範囲：11市町村関係課長） 

月日 会議名 審議事項 

7/29 第１回運営検討委員会 窓口負担割合の見直し、時間外勤務手当等の支

給事務の見直し、市町村事務の効率化 ※WEB 

11/9～12/7 第２回運営検討委員会 公金受取口座を活用した公金給付の実施、広域

連合事務のデジタル化対応 ※書面審議 

 
（４） 広域連合は、高齢者保健事業と市町村が実施する国民健康保険保健事業及び地域支

援事業の一体的な実施の推進に向け、連携・協力を図ります。 

 

  ア 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

高齢者保健事業と介護予防等との一体的な実施を効果的かつ効率的に進めるため、企

画・調整等の業務及び高齢者に対する個別的な支援（ハイリスクアプローチ）や通いの場

（体操や趣味活動等、介護予防に資する活動を行う場）等への関与（ポピュレーションア

プローチ）等の業務を、令和４年度は９３市町村に委託して実施しました。 



また、当広域連合では未受託市町村向けに取組みの事例等を紹介し、一体的実施の早期

開始を目的にスモールスタートアップガイドを作成し、送付しました。 

 

○ 受託市町村数 

年度 受託市町村数 受託率 

R4 93 52.0％ 

 

○ 令和４年度保健・介護一体的実施推進事業実施状況 

 【ハイリスクアプローチ】 

取組区分 実施市町村数 支援・参加者数 

栄養に関わる相談・指導 29  619  

口腔に関わる相談・指導 10  288  

服薬に関わる相談・指導 7  617  

糖尿病性腎症の重症化予防に関わる相談・指導 66  1,230  

上記以外の生活習慣病の重症化予防に関わる相談・指導 50  1,854  

重複・頻回受診者等への相談・指導 7  195  

健康状態が不明な高齢者の状態把握等 52  2,118  

その他 2  472  

【ポピュレーションアプローチ】 

取組区分 実施市町村数 支援・参加者数 

健康教育・健康相談 49  17,529  

フレイル状態の把握 29  10,486  

気軽に相談できる環境づくり 8  5,135  

その他複合的取組（上記取組を複数実施） 39  19,861  

 ※フレイル:加齢に伴う心身・生活・社会機能の低下による要介護状態に至る危険性が高くなった状態のこと 

 

（５） 広域連合と市町村は、社会保障・税番号制度における個人番号（マイナンバー）につ

いて、流出等の事故がないよう十分な対応・対策を進めます。 

 

ア 社会保障・税番号制度への対応 

平成 28 年１月から個人番号の利用が開始され、平成 29 年 11 月から新たに構築された

情報提供ネットワークシステムを介した国・地方公共団体・医療保険者等間の情報連携が

開始されました。引き続き、国から発出される情報を基に十分なセキュリティ対策を講じ

るなど対応しています。 

なお、個人番号制度に係る中間サーバ運用保守等負担金として、令和４年度は約 14 百

万円を負担しています。  



５ 住民への制度の周知 

 

（１） 広域連合は、市町村が実施する住民説明会について、説明員の派遣や説明資料の作

成・提供等の支援に努めます。 

（２） 市町村は、広域連合との連携・協力の下、必要に応じて住民説明会を実施するほか、

本制度に関する住民からの各種相談に対して、窓口等において丁寧な対応に努めます。 

 

ア 説明会の開催等 

令和４年度は新型コロナウイルス感染症のリスクを考慮し、市町村実施の住民説明会に

広域連合職員派遣は行わないこととしました。なお、市町村が住民説明時等に活用できる

よう、住民説明用資料を作成し市町村に提供しました。 

 

   ○ 料率改定に係る市町村主催住民説明会（広域連合から職員派遣したもの） 

年 市町村数 参加人数  

※料率改定後の３月～６月の実施状況 

※R1-R2 は、新型コロナウイルス感染症の影響により実施を

予定していた 9 自治体全てで中止となった。 

※R3-R4 は、新型コロナウイルス感染症が依然として収束し

ないため、住民説明会は行わずホームページ上に掲載す

る資料提供のみでの書面説明となった。 

H23-24 31 1,215 

H25-26 24 1,065  
H27-28 18 721 

H29-30 16 590 

R1-R2  （9） （中止） 

R3-R4  - 未実施 

 

（３） 広域連合と市町村は、被保険者の視点に立った分かりやすいリーフレット、広報誌、

ホームページ等を活用して制度の周知に努めます。 

 

ア 制度周知の取組等 

   令和４年度は次のとおり制度等の周知に取り組みました。 

○ 主な周知・広報事業 

事業項目 作成年月 作成部数 対象者 経費 

市町村広報誌用原稿作成 R4.3 月 市町村へ原稿提供 住民 0 円 

制度概要等のリーフレット作成 R4.3 月 約 108 万部 被保険者 約 600 万円 

被保険者証の２回更新に関する周知用リーフ 

レット作成 
R4.6 月 約 89 万部 被保険者 約 149 万円 

被保険者証などの一斉更新に関するポスター 

作成 
R4.6 月 約 4,100 枚 

市町村、 

医療機関等 
約 50 万円 

被保険者証などの一斉更新に関する新聞折込 R4.7 月 約 123 万部 住民 約 979 万円 

窓口負担割合の見直しに係るポスター及びリ 

ーフレット発送 
－ － 

介護施設、 

医療機関等 
約 291 万円 

窓口負担割合の見直しに係る被保険者証再交 

付時同封リーフレット作成 
R4.8 月 約 109 万部 住民 約 218 万円 

広域連合ホームページの運営 随時更新 － 住民 約 69 万円 

 

〔効果等〕 

被保険者、その家族などに後期高齢者医療制度に関わる情報が届けられるよう、限られ



た予算の中で、できるだけ多くの媒体を活用した広報活動を行っており、制度への理解が

深まっています。制度の定着とともに、市町村と広域連合との役割分担の下、今後とも効

果的な広報活動を行っていく必要があります。 



資　料　編



第３次広域計画 資料編 グラフ等

高齢者人口の推移
【資料１】北海道と全国における人口構成の比較

総数 65歳以上 総数 65歳以上
75歳以上 b／a c／a 75歳以上 e／d f／d

a b c d e f
平成17年
(2005年) 5,628 1,206 543 21.5% 9.7% 127,768 25,672 11,602 20.2% 9.1%
平成22年
(2010年) 5,506 1,358 670 24.7% 12.2% 128,057 29,246 14,072 23.0% 11.1%
平成27年
(2015年) 5,382 1,558 768 29.1% 14.3% 127,095 33,790 16,271 26.6% 12.8%
令和２年
(2020年) 5,225 1,664 848 32.2% 16.4% 126,146 36,026 18,602 28.6% 14.7%
令和７年
(2025年) 5,017 1,724 1,016 34.4% 20.3% 122,544 36,771 21,800 30.0% 17.8%
令和12年
(2030年) 4,792 1,732 1,092 36.1% 22.8% 119,125 37,159 22,884 31.2% 19.2%
令和17年
(2035年) 4,546 1,729 1,084 38.0% 23.8% 115,216 37,816 22,597 32.8% 19.6%
令和22年
(2040年) 4,280 1,749 1,062 40.9% 24.8% 110,919 39,206 22,392 35.3% 20.2%
令和27年
(2045年) 4,005 1,714 1,040 42.8% 26.0% 106,421 39,193 22,767 36.8% 21.4%

※　平成１７年、平成２２年、平成２７年、令和２年の人口　：　「国勢調査」　（総務省）
※　北海道の将来推計　：「日本の地域別将来推計人口（平成30年推計）」　（国立社会保障・人口問題研究所）
※　全国の将来推計　：「日本の地域別将来推計人口（平成29年推計）」　（国立社会保障・人口問題研究所）

人口（千人）総人口比
年次

北　海　道 全　　　国
人口（千人） 総人口比

877,089 878,746 880,324 882,118 883,465

854,817 855,828 856,641 858,329 859,697
861,638

863,711 864,239 863,657
867,248

870,467
874,173

836,432 836,700 837,344 838,386 839,434 840,972 842,447 843,189 843,213
847,160

849,827
852,669

833,048 833,287 833,030 833,133 833,648 834,055 834,424 834,256 

833,017 834,677 835,689 836,375 

824,616 824,658 824,930 825,115 825,667 827,158 827,670 827,935 827,595 829,194 830,731 832,235 

805,966 806,879 808,021 809,357 810,862 
812,915 814,062 814,875 815,455 

817,926 
820,218 

822,994 
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【資料２】後期高齢者医療制度の被保険者数の推移(北海道)
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【資料４】一人当たり医療費の内訳 単位：円

北海道 全　国 北海道 全　国 北海道 全　国 北海道 全　国 北海道 全　国
平成30年度 581,323 446,060 261,807 269,412 31,920 35,062 170,269 152,104 45,990 40,443
令和元年度 585,623 450,864 265,776 272,452 33,292 36,166 171,375 154,028 46,175 40,859
令和2年度 561,051 435,454 251,949 259,773 30,730 34,033 164,381 148,827 43,709 39,038
令和3年度 566,541 444,753 260,434 270,618 32,201 36,335 161,578 148,552 44,319 40,253
令和4年度 573,340 261,742 33,527 158,708 44,327

後期高齢者医療事業報告(厚生労働省）、北海道の後期高齢者医療より作成

区　分
医療費の内訳

歯　　科 そ の 他調　　剤入　院　外入　　院
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（単位：千円）

【資料３】一人当たり医療費の動向
北　海　道　の

後期高齢者医療費 北　海　道 全　　　国
（千円） （円） （円）

平成30年度 885,821,713 1,091,309 943,082
令和元年度 911,026,185 1,102,241 954,369
令和２年度 876,910,625 1,051,820 917,124
令和３年度 895,680,828 1,065,073 940,512
令和４年度 922,412,059 1,071,644

北海道：北海道の後期高齢者医療
全国：後期高齢者医療事業年報(厚生労働省）

一 人 当 た り 医 療 費
区　　分

1,091 1,102 1,052 1,065 1,072 
943 954 917 941 
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